
2023年度（令和５年度）

科学研究費助成事業
制度等説明会

2023年7月24日（月）～8月18日（金）

オンライン説明会（Google Classroom）
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【第１部】 （※必須項目）

研究費の不正使用、研究活動における不正
行為の防止について

【第２部】 （※任意項目）

〇 科学研究費助成事業（科研費）について
〇 科研費の最近の動向及び令和６（2024）年度
公募について

〇 令和６（2024）年度科研費への応募について
〇 科研費電子申請システムの操作方法について

次 第
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第１部（※必須項目）

研究費の不正使用、研究活動におけ
る不正行為の防止について

※以下、スライドは文部科学省「令和５(2023)年度科学研究費助成事業等説明会」（令和5年7月開催）資料
および文部科学省「平成30年度科学研究費助成事業公募要領等説明会」（平成29年9月開催）資料より抜粋
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１．科研費の管理と適正な執行について

２．研究不正等の防止について
研究費の不正使用、研究活動における不正行為とは
不正に関する告発等を受け付けた場合の研究機関の対応と影響

１）研究費の不正使用の防止に関する取組
・ 不正使用の具体事例、不正使用・不正受給を行った研究者に対する措置について
・「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」の概要 等

２）研究活動における不正行為の防止に関する取組
・ 研究活動における不正行為の具体事例、不正行為を行った研究者に対する措置について
・「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」の概要

３．研究倫理教育プログラム等について

４．令和４年度科研費実地検査の結果

５．研究費の不正使用、研究活動における不正行為に関する告発等受付窓口

【主な説明内容】
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１．科研費の管理と適正な執行について
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研究機関による「科研費」の管理～機関管理～
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使用ルールの階層構造
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２．研究不正等の防止について
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２．（１） 研究費の不正使用の防止に関する取組
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２．（２） 研究活動における不正行為の防止に関する取組
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３．研究倫理教育プログラム等について

26



27



28



29



30



不正使用の具体事例①
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不正使用の具体事例①
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５．令和４年度科研費実地検査の結果
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令和２年度科研費実地検査における指摘事例
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令和２年度科研費実地検査における指摘事例
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和２年度科研費実地検査における指摘事例
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５．研究費の不正使用、研究活動における
不正行為に関する告発等受付窓口
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研究費の不正使用、研究活動における不正行為に関する告発等受付窓口（１）
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研究費の不正使用、研究活動における不正行為に関する告発等受付窓口（２）
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本学の研究費の不正使用および研究活動における不正行為に関する通報窓口
研究費の運営・管理および研究活動に関する相談窓口

【対象】
・預け金、プール金（カラ出張、カラ謝金）、書類の書換え等により不正に研究費を使用すること。
・関係法令、配分機関の定め、学内関係規程等に違反して研究費を使用すること。
・論文等における研究データのねつ造、改ざん、盗用などの行為。
・その他、研究費の不正使用または研究活動における不正行為に該当すると思われるもの。

【留意事項】
・通報された情報は、必要な調査を行うためだけに使用し、それ以外の目的に使用したり、公開したりすることはありません。
また、通報者は、通報をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けることはありません。
・通報された情報に関し、より詳細な情報、調査への協力を求める場合があります。
・調査の結果、悪意（被通報者を陥れるため、あるいは被通報者が行う研究を妨害するため等、専ら被通報者に何らかの損害を
与えることや被通報者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。）に基づく通報を行ったこと
が判明した場合は、通報者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発その他必要な措置を講じることがあります。

研究費の不正使用および研究活動における不正行為に関する通報を受け付けます。

研究費の運営・管理および研究活動に関する学内外からの相談を受け付けます。

【対象】
・研究費の運営・管理および研究活動に関すること。
・研究費の不正使用および研究活動における不正行為に関する通報または情報提供に関すること。

【留意事項】
・事例を整理・分析し、必要に応じて、コンプライアンス教育等において周知する等により学内で共有させていただきます。
・前項の分析結果は、必要に応じて、モニタリング結果等とともに基本方針及び内部規程等の見直しに活用させていただきます。
・相談内容によっては、通報事案として受け付けることがあります。

【通報・相談窓口】
常磐大学・常磐短期大学地域連携研究支援センター研究支援係
〒310-8585 茨城県水戸市見和1-430-1
TEL : 029-232-2541（直通）、FAX : 029-232-2861、 E-mail : kenkyu※tokiwa.ac.jp（※は@に置き換えてください）

【受付時間】
8：30-17：30（日曜日、土曜日、祝日、本学所定の休日を除く。）

【通報方法】
通報（相談）用フォーマットに必要事項を記入の上、書面、電話、FAX、電子メール、面談により通報（相談）願います。

43

研究費の不正使用、研究活動における不正行為に関する告発等受付窓口（３）


